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 能登復興応援基⾦ 令和７年度 

      能登復興⽀援事業（⼆次公募）募集要項 
 

１．⽬的 
⼀般社団法⼈能登官⺠連携復興センター（以下、「当センター」という。）では、能登

の創造的復興を着実に進めていくため、「能登復興応援基⾦（※）」を活⽤し、県内外の

団体が実施する能登の復興に寄与する取り組みへの助成を⾏います。 

⼀次公募に続いて、令和７年度の助成対象事業について⼆次公募を行いますので、助成

を希望される団体は、本募集要項に基づきご応募ください。 
 

 （※）「能登復興応援基⾦」とは 

   吉川晃司⽒と布袋寅泰⽒によるロックユニット「COMPLEX」から、能登復興⽀援のため 

  に頂いたご寄附を契機に、企業等から寄せられる寄附⾦の受け⽫として⽯川県が創設 

 

２．助成対象事業 
（１）内容 

令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪⾬で甚⼤な被害を被った能登の被災地に

おける復興⽀援に関わる以下の取り組みについて助成します。 

 

＜重点⽀援枠＞ 採択件数：１〜２件程度 

 以下をテーマとした、能登復興の象徴となる広域的な取り組み  

  1. ⼀次産業や地場産業をはじめとする能登の特⾊ある産業の再興 

  2.⼦どもたちが遊び‧学ぶことができる環境整備や、次代を担う多様な主体が 

     活動‧交流するための拠点づくり 

 

  ＜⼩規模枠＞  採択件数：５〜１０件程度 

重点⽀援枠の２テーマに加え、地域の課題に対応した、きめ細かな復興に向けた取

  り組み 
 

【特に期待したい取り組みの例】 
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  ‧⼥性や若者などが主体的に参画した、地域のコミュニティを再⽣する取り組み 

 ‧能登の特⾊を⽣かした、交流⼈⼝や関係⼈⼝を拡⼤するための取り組み 

 ‧能登が誇る伝統⽂化の活性化や、⾳楽などのエンターテインメントによる復 

     興の気運を⾼める取り組み 

 ‧過去の災害の復興知⾒を活かし、未来へとつなげる取り組み 
  

（２）助成額 

  ①重点⽀援枠：原則１億円以内 

  ②⼩規模枠 ：原則２千万円以内 

   ※ただし、審査委員会で特に必要と認める場合、上記の額を超えて交付する場合が

    あります。 

   ※なお、基本事業計画の審査通過者に対し、別途、詳細事業計画の策定にかかる費

    ⽤を交付します。上限は①重点⽀援枠は100万円、②⼩規模枠は20万円とします。 

 
（３）助成期間 

  ①重点⽀援枠：採択後、原則３年以内 

  ②⼩規模枠 ：採択後、原則２年以内  

   ※ただし、審査委員会で特に必要と認める場合、上記の期間を超えて交付する場 

 合があります。 

 

（４）助成⾦交付の流れ 

  まず、基本事業計画を提出していただきます。その審査を通過した事業について、詳

 細事業計画を提出いただき、事業への助成採否を決定します。 

助成初年度終了時に、事業の進捗状況や成果及びそれらを踏まえた２年度⽬以降の計

 画の審査を⾏い、継続の可否を判断し、２年⽬以降の助成額を改めて決定します。 

なお、助成⾦の積算や精算、交付に関する⼿続き等については、別途の定めに従うも

 のとします。 

 

（５）助成対象経費 

   ⼈件費、事業費（旅費交通費、謝⾦、会議費、賃借料、消耗品費、機器購⼊費、委
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  託費など）、施設整備費などが対象となります。 

 
（６）助成対象団体 

以下の要件を満たす団体を対象とします。 

 ※法⼈格の有無、復興⽀援の実績の有無は問いません。 

 ※複数団体で応募する場合は、幹事団体を定めてください。 
 

（１）⼀定の規約等を持ち、代表者が明らかであること 

（２）会計経理が明確であること 

（３）実⾏委員会等、臨時的に組織される団体の場合は、その主な構成団体（中⼼団

     体）が上記（１）〜（２）の要件を満たすこと 

  

 ただし、次のいずれかに該当する団体は対象外となります。 

 （１）地⽅公共団体 

（２）暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成三年法律第七⼗七号）

に規定する暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団⼜は暴⼒団員と密接な関係を有すると認

められる者がいる団体 
 

３．応募⽅法及び説明会 
（１）応募⽅法‧応募書類 

応募いただくには、「事前登録」を⾏ったうえで、「基本事業計画の提出」を⾏う、

２段階の⼿続きが必要です。 

応募をご検討の際は、お早めに事前登録をお願いします。 
 

  ア）事前登録について 

    以下の当センターホームページにある専⽤フォームから、令和７年９⽉１６⽇ 

    （⽕）正午までに必ず事前登録を⾏ってください。 
 

     【事前登録専⽤フォーム】https://forms.gle/pSeVumXjHZFm9QHp9 
 

  イ）基本事業計画の提出について 

    ア）事前登録完了後、基本事業計画の提出⽤フォームをご連絡いたしますので、
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    ９⽉２４⽇（⽔）正午までに以下の書類（指定様式を利⽤）を電⼦データで 

    ご提出ください。 

    ‧（様式１）応募表紙 

    ‧（様式２）応募団体情報 

      ー（別添１）団体概要‧決算報告書類 

    ‧（様式３）基本事業計画 

      ー（別添２）事業概要及び事業体制（パワーポイント資料５枚以内） 

      ー（別添３）その他、団体の活動内容や実績等が分かる資料（任意） 

    ‧（様式４）収⽀予算書 
 

         ※基本事業計画の審査通過後、数か⽉を⽬途に詳細事業計画をご提出いただきます

       が、具体的な提出内容は審査通過者に別途お知らせします。 

   

（２）オンライン説明会 

   令和７年８⽉５⽇（⽕）１３時〜 

   ※以下の参加申込フォームより団体名等をご⼊⼒ください。 

  【参加申込フォーム】https://zoom.us/meeting/register/51DCQQYtTOC5nkerlEuq-Q 

 

４．審査 
（１）審査⽅法 

提出書類をもとに、当センター内に設置する外部専⾨家等で構成される審査委員会に

おいて、「基本事業計画」「詳細事業計画」の⼆段階で書類審査を⾏います。 

基本事業計画の審査にあたり、記載内容に関し、事前にヒアリング及び審査時にプレ

ゼンをお願いする場合があります。審査⽅法は、審査基準に基づいて採点評価を⾏い、

点数上位者から採択を決定します。審査委員会は⾮公開で⾏われ、審査経過に関する問

い合わせには応じられません。審査の主な観点は以下の通りです。 
 

①事業の妥当性 ‧能登半島地震や奥能登豪⾬における喫緊の課題および復

興に向けて発⽣しうる課題の解決となっているか 

‧事業を通じて⽣じる成果、実現したい未来（５年程度）

が定義できているか 
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‧実現したい未来のために達成するべき具体的な活動が定

義できているか 

②具体性‧ 

 実現可能性 

‧「事業の妥当性」で設定した⽬標達成に向けたステップ

(いつまでに、何を達成し、どうするのか∕マイルストー

ンとスケジュール)が設定されているか 

‧団体∕社内外含めて「事業の妥当性」で設定した⽬標達

成のための体制が具体的に計画できているか 

‧事業実施のための必要な資⾦がリストアップされ、事業

内容と資⾦計画の整合性がとれているか 

③連携体制‧ 

 地域への裨益や

 公共性 

‧地域を巻き込んだ取組みとなっているか（同様の課題を

抱えている事業者‧⽀援団体や、地域内の⾏政‧企業‧

NPO 等と連携し、広く地域の課題解決が図れるか） 

④継続性‧発展性 ‧助成期間中に取組みを事業化し、助成期間終了後にも継

続できる事業とすることが計画されているか 

‧助成期間終了後も、⽬指すべき状態で定義した状態を維

持するために取り組み続ける体制や⽅策が明⽰されてい

るか 

‧⾃⼰資⾦を確保できているか 

 （⾃⼰資⾦は採択の要件ではありませんが、⾃⼰資⾦が

 ある場合は、継続性が⾼いと判断し評価に加えます） 

⑤実施体制 ‧事業を遂⾏するにあたり、リーダー及びサポーターが明

確であり、適切な組織‧⼈員体制がとられているか 

‧会計を含めた事務全般に対して、事業を執⾏できる体制

を有しているか 
 

  詳細事業計画についても、基本事業計画と同様に審査を⾏います。その際、審査員へ

 プレゼンを実施していただく場合があります。  

 

 （２）審査時期 

  ‧基本事業計画：令和７年１０⽉頃（予定） 

  ‧詳細事業計画：適宜（基本事業計画の審査通過者のみ） 
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  （３）結果 

 採否に関わらず、提出されほた基本事業計画の審査結果は、１１⽉頃にメールにより

 通知します。 

 詳細事業計画の提出時期や審査時期は、審査通過者と個別に調整します。 

 

５．その他 
 （１）助成を受ける旨の表記等 

  助成が決定した事業については、当該事業の実施に際して作成するポスター、チラ   

 シ、プログラム等に本事業の助成を受ける事業である旨を必ず明記してください。 

  助成が決定した団体及び助成事業にかかるイベント等は、原則として当センター  

 のホームページにて、団体情報‧イベント情報を掲載しますので、イベント等の詳細が

 決定次第、必ず所定の⼿続きにより団体情報‧イベント情報の登録申込を⾏ってくださ

 い。 

 

（２）留意事項 

  ‧提出した書類は、必ず写しを取り保管してください。 

  ‧助成が決定した事業は、当センターのホームページに実施団体名‧実施概要等を掲

載します。また、助成決定に係る式典への出席及び事業概要のプレゼン等をお願い

する場合や、今後の事業実施に当たり、実施例として紹介する場合がありますの

で、その際はご協⼒ください。 

  ‧助成を受けた団体に対しては、助成事業期間中⼜は事業実施後にアンケート等をお

願いする予定ですので、その際はご協⼒ください。 

  ‧助成を受けた団体は、当該事業に関する収⼊‧⽀出の内容を証する関係書類を会計

帳簿とともに、事業の完了した⽇が属する会計年度の終了後５年間保存しなければ

なりません。必要に応じて、当センターの職員が活動の状況‧実績等を調査する場

合があります。 

  ‧助成⾦の交付後、助成額が実績の助成対象経費を上回るなど、助成⾦の⼀部が明ら

かに助成対象外経費に充当されている場合には、助成⾦の返還が必要になります。 

  ‧他の補助⾦等との併⽤は可能ですが、助成対象経費を重複させることはできませ
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ん。 

  ‧応募等の⼿続きにあたっては、「令和７年度能登復興⽀援事業（⼆次公募）Q&A」

（当センターホームページに掲載し、随時更新予定）も参考としてください。 

 

６．問い合わせ先 
   ⼀般社団法⼈能登官⺠連携復興センター 

    〒929-2392 ⽯川県輪島市三井町洲衛10部11番1 

               TEL：0768-23-4689  FAX：0768-23-4687 
 

    【センターWebページ】https://notorenpuku.jp/ 

 

   本事業に関するお問い合わせは、以下の問い合わせフォームからお願いいたします。 
 

       【問い合わせフォーム】https://forms.gle/x2aHPDRXN6Zft2mT6 
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